
議案第６号

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１９年木津川市条例第１０６号）

の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年２月２８日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第２７号）」

が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（案）

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１９年木津川市条例第１０６号）

の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 災害弔慰金の支給（第３条－第８条）

第３章 災害障害児見舞金の支給（第９条－第１１条）

第４章 災害援護資金の貸付け（第１２条－第１５条）

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会（第１６条－第２１条）

第６章 雑則（第２２条）

附則

第１章 総則

第２条の次に次の章名を付する。

第２章 災害弔慰金の支給

第８条の次に次の章名を付する。

第３章 災害障害児見舞金の支給

第１１条の次に次の章名を付する。

第４章 災害援護資金の貸付け

第１５条第３項を次のように改める。

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並びに政令第８条、第９条及び第１２条の規定

によるものとする。

第１６条を第２２条とし、第１５条の次に次の１章及び章名を加える。



第５章 災害弔慰金等支給審査委員会（第１６条－第２１条）

（設置）

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、

法第１８条の規定に基づき木津川市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を置く。

（組織）

第１７条 審査委員会は、委員７人以内をもって組織する。

２ 審査委員会の委員（以下「委員」という。）は、学識経験を有する者その他市長が

必要と認める者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

（任期）

第１８条 委員の任期は、任命し、又は委嘱した日から調査審議の終了の日までとす

る。

２ 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を任命し、又は委嘱することができる。

この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員を解任し、

又はその委嘱を解くことができる。

４ 委員は、再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第１９条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第２０条 審査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長は

当該会議の議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、



可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 委員長は、必要があると認められるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、

会議への出席、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第２１条 審査委員会の庶務は、災害弔慰金支給担当課において処理する。

第６章 雑則

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



参考資料（議案第６号）

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（案）新

旧対照表

（新） （旧）

目次 ＿＿

第１章 総則（第１条・第２条） ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第２章 災害弔慰金の支給（第３条－第

８条）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

第３章 災害障害児見舞金の支給（第９

条－第１１条）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

第４章 災害援護資金の貸付け（第１２

条－第１５条）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会

（第１６条－第２１条）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第６章 雑則（第２２条） ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

附則 ＿＿

第１章 総則

第１条・第２条 （略）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

第２章 災害弔慰金の支給

第３条～第８条 （略）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

第３章 災害障害児見舞金の支給

第９条～第１１条 （略）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

第４章 災害援護資金の貸付け

第１２条～第１４条 （略）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

（償還等） （償還等）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ （略） ２ （略）



３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、

一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並び

に政令第８条、第９条及び第１２条の規

定によるものとする。

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還

金の支払猶予については、法第１３条第

１項、政令第８条から第１１条までの規

定によるものとする。

第５章 災害弔慰金等支給審査委

員会

＿＿＿ ＿＿＿＿＿

（設置） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給に関する事項を調査審議するた

め、法第１８条の規定に基づき木津川市

災害弔慰金等支給審査委員会（以下「審

査委員会」という。）を置く。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（組織） ＿＿＿＿

第１７条 審査委員会は、委員７人以内を

もって組織する。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 審査委員会の委員（以下「委員」とい

う。）は、学識経験を有する者その他市

長が必要と認める者のうちから、市長が

任命し、又は委嘱する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

（任期） ＿＿＿＿

第１８条 委員の任期は、任命し、又は委

嘱した日から調査審議の終了の日までと

する。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の

委員を任命し、又は委嘱することができ

る。この場合において、補欠の委員の任

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



期は、前任者の残任期間とする。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 前２項の規定にかかわらず、特別の理

由が生じた場合は、市長は、委員を解任

し、又はその委嘱を解くことができる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 委員は、再任されることができる。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（委員長及び副委員長） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１９条 審査委員会に委員長及び副委

員長を置く。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選に

より定める。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

３ 委員長は、会務を総理し、審査委員会

を代表する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長

に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（会議） ＿＿＿＿

第２０条 審査委員会の会議（以下「会議」

という。）は、委員長が招集し、委員長

は当該会議の議長となる。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 会議は、委員の過半数が出席しなけれ

ば、開くことができない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 会議において議決すべき案件があると

きは、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 委員長は、必要があると認められると

きは、関係人その他の委員以外の者に対

し、会議への出席、意見若しくは説明又

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



は必要な資料の提出を求めることができ

る。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

（庶務） ＿＿＿＿

第２１条 審査委員会の庶務は、災害弔慰

金支給担当課において処理する。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第６章 雑則

第２２条 （略） 第１６条 （略）



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第６号 木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部
改正について

担 当 課 社会福祉課 福祉総務係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和

元年法律第２７号）が改正され、災害援護資金の支払猶予の明確

化や償還免除要件の追加、また災害弔慰金及び災害障害見舞金の

支給に係る合議制の機関の設置について規定された事項に関し、

所要の改正を行うものです。

提案に至るまでの経緯

・災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
（令和元年６月７日公布、８月１日施行）

・課内で協議、検討を行い、条例案を策定。

市 民 参 加 の 状 況
□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
５ 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせ
るまちづくり

政 策 分 野 １１ 防災・減災

施 策
②地域防災
エ．要支援者対策などの充実

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

災害時に予備費対応

将来にわたる効果及び
経費の状況

災害援護資金に係る被災者の返済負担の軽減、被災者支援の充
実のため、災害弔慰金等の適正支給を図ります。


